
　　　　検討の流れ

年　月 環境審議会 事務方・県庁内調整 国等関係機関 市町・住民

H22.5

6

7

8

9

10

11

12

H23.1

2

3

マザーレイク２１計画の改訂スケジュール

【環境審議会総会】
(6/1)
・諮問
・琵琶湖総合保全部
会の設置

○琵琶湖総合保全
部会１(7/30)
・学術委員会提言
・改訂骨子案

○琵琶湖総合保
全部会２
・改訂計画素案

○琵琶湖総合保全
部会３
・改訂計画案

○琵琶湖総合保
全部会４
・答申案について

　【庁内】水対本部ＭＬ21部会１
　　(5/26)

【庁内】水対本部ＭＬ
21部会２(7/26)

【庁内】水対本部
ＭＬ21部会３

【庁内】水対本部
ＭＬ21部会４

【庁内】水対本部
ＭＬ21部会５

改訂計画骨子の作成

改訂計画素案の作成

改訂計画素案の修正

答申案の作成

県計画案の作成環境審議会答申

（提示）

（提示）

（意見）

（提示）

（意見）

（提示）

（提示）

（意見）

（提示）

（意見）

（提示）（提示）

（意見）

○WG１（7/27）

○委員会１(8/11)

○WG２

○委員会２

○WG３

○委員会３

委員会報告案の作成

連絡調整会議幹事会
の合意

○連絡調整会議(6/16)

（反映）

（反映）

（反映）

（意見）

市町担当者会議等で説明

市町への意見照会②

専門委員の委嘱

県民の意見聴取①
　・NPOヒアリング
　・流域協議会ヒアリング
　・市民ワークショップ　等

県民の意見聴取②
　・NPOヒアリング
　・流域協議会ヒアリング
　・市民ワークショップ　等

市町への意見照会①

県民政策コメント
（３月～４月）

水対WG３

水対WG２

水対WG１

（県議会）
常任委員会へ報告

（県議会）
常任委員会へ報告

（県議会）
常任委員会へ報告

（県議会）
常任委員会へ報告

 （略称等）
 【県庁内調整】　　水対本部ＭＬ２１部会＝滋賀県琵琶湖水政対策本部琵琶湖総合保全整備計画推進部会
　　　　　　　　　　　水対ＷＧ ＝　同　ワーキンググループ
 【国等関係機関】連絡調整会議＝琵琶湖総合保全連絡調整会議
　　　　　　　　　　　ＷＧ＝琵琶湖の総合的な保全のための計画検討調査ワーキンググループ
　　　　　　　　　　　委員会＝琵琶湖の総合的な保全のための計画調査検討委員会


